
【表紙】
 

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年３月24日

【会社名】 ｎｍｓ ホールディングス株式会社

【英訳名】 nms Holdings Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　河野　寿子

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿三丁目20番２号

【電話番号】 03-5333-1711（代表）

【事務連絡者氏名】 執行役員　経理部長　　川村　岳生

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿三丁目20番２号

【電話番号】 03-5333-1711（代表）

【事務連絡者氏名】 執行役員　経理部長　　川村　岳生

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式

【届出の対象とした募集金額】
 
その他の者に対する割当 　1,383,728,400円
　

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
　2025年３月10日付で提出した有価証券届出書について、2025年３月17日付で株主によりなされた当該有価証券届出書

に係る第三者割当による自己株式の処分の差止めの仮処分を求める申立てを却下する旨の決定が2025年３月21日付でな

されたことに伴い、記載事項の一部を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】
第一部　証券情報

第４　その他の記載事項

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿線で示しております。
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第一部【証券情報】

第４【その他の記載事項】
　　（訂正前）

　該当事項はありません。

 

　　（訂正後）

（株主による自己株式処分の差止め仮処分の申立てについて）

　本第三者割当について、当社株主である小野文明氏から、2025年３月17日付で、本第三者割当の差止め仮処分の申立

て（以下「本申立て」といいます。）がなされたことを当社は確認いたしました。

１．本申立てをした株主の概要

(1） 名称 小野　文明

(2） 所在地 神奈川県横浜市都筑区

(3） 所有株式数
3,638,000株

（23.23％）

　（注）　所有比率は、2024年９月30日現在の株主名簿を基準として発行済株式総数（同日現在の自己株式6,067,900

株、2025年２月28日付で当社が同氏より無償取得した42,000株及び2025年３月７日付で当社が当社取締役より

無償取得した20,000株を除きます。）に対する保有株式数の割合を記載しております。

 

２．本申立ての概要

(1）本申立てがなされた裁判所

東京地方裁判所

 

(2）本申立ての対象

　2025年３月10日開催の当社取締役会において決議した第三者割当による普通株式3,719,700株の自己株式の処分

を仮に差し止める仮処分の申立て。

 

(3）本申立ての理由

　当社が受領した「募集株式の発行等差止め仮処分命令申立書」によれば、本第三者割当は、経営を担当している

取締役等又はこれを支持する特定の株主の経営支配権を維持することを主要な目的としており、会社法第210条第

２号に定める「著しく不公正な方法」によるものに該当するとのことであります。

 

（株主による自己株式処分の差止め仮処分の申立てに対する却下決定について）

　当社としては、本第三者割当は適法であって本申立てに理由はないものと考え、当社の見解の正当性を主張しており

ましたが、2025年３月21日付で、東京地方裁判所において本申立てを却下する旨の決定（以下「本却下決定」といいま

す。）がなされました。

１．本却下決定を行った裁判所及び年月日

(1）本却下決定を行った裁判所

東京地方裁判所

 

(2）本却下決定があった年月日

2025年３月21日

 

２．決定の内容

(1）本申立てを却下する。

(2）申立費用は債権者（小野文明）の負担とする。
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３．今後の対応

　当社は、本却下決定を受け、2025年３月10日開催の取締役会の決議のとおり本資本業務提携及び本第三者割当を実

施する予定です。

　なお、当社は、本第三者割当を適法かつ適正なものであると確信しており、本却下決定は、当社の主張を認める妥

当な判断であると考えておりますが、小野文明氏より、本却下決定に対して即時抗告等が行われる可能性がありま

す。かかる即時抗告が行われた場合であっても、本株式の払込期日（2025年３月26日）までに、東京高等裁判所によ

り本第三者割当に対する差止め仮処分の決定がなされない限り、本第三者割当を予定どおり実施いたします。
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